
JP 5208099 B2 2013.6.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気流量検出部とダイヤフラムとを形成した半導体素子と、該半導体素子を制御するた
めの電気制御回路とを基板上またはリードフレーム上に少なくとも搭載し、
　前記空気流量検出部と接触しないように該空気流量検出部の上面及び周辺部を保護する
空間を設け、かつ表面に弾性フィルムを貼り付けた上金型と、該上金型と一対で配置した
下金型との間に、前記半導体素子と前記基板またはリードフレームとを挟み込んで固定し
、
　前記ダイヤフラムを挟んで前記電気制御回路部の反対側に位置する前記半導体素子の裏
面と前記リードフレームとの間にスペーサを設置し、
　前記半導体素子の端部であって前記電気制御回路部が設置されていない側の端部よりも
外側まで延びたリードフレームの一部と、前記電気制御回路部とを樹脂で覆う樹脂層を形
成することを特徴とする部品の製造方法。
【請求項２】
　空気流量検出部とダイヤフラムとを形成した半導体素子を基板上またはリードフレーム
上に少なくとも搭載し、
　前記空気流量検出部と接触しないように該空気流量検出部の上面及び周辺部を保護する
空間を設けた上金型と、該上金型と一対で配置した下金型との間に弾性フィルムを介して
前記基板またはリードフレームを挟み込んで固定し、
　前記空気流量検出部を除く前記半導体素子の一部領域に樹脂層を形成する部品の製造方
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法であって、
　前記基板またはリードフレームに開口部を形成し、該開口部の投影面内に前記ダイヤフ
ラムを含むように前記半導体素子を前記基板上またはリードフレーム上に配置し、前記開
口部に対応した位置であって、少なくとも前記上金型に金型内をスライド可能な可動入れ
駒を設置したことを特徴とする部品の製造方法。
【請求項３】
　空気流量検出部とダイヤフラムとを形成した半導体素子を基板上またはリードフレーム
上に少なくとも搭載し、
　前記空気流量検出部と接触しないように該空気流量検出部の上面及び周辺部を保護する
空間を設けた上金型と、該上金型と一対で配置した下金型との間に弾性フィルムを介して
前記基板またはリードフレームを挟み込んで固定し、
　前記空気流量検出部を除く前記半導体素子の一部領域に樹脂層を形成する部品の製造方
法であって、
　前記基板またはリードフレームに開口部を形成し、該開口部の投影面内に前記ダイヤフ
ラムを含むように前記半導体素子を前記基板上またはリードフレーム上に配置し、前記開
口部に対応した位置であって、少なくとも前記上金型に弾性体からなる可動入れ駒を設置
したことを特徴とする部品の製造方法。
【請求項４】
　空気流量検出部とダイヤフラムとを形成した半導体素子を基板上またはリードフレーム
上に少なくとも搭載し、
　前記空気流量検出部と接触しないように該空気流量検出部の上面及び周辺部を保護する
空間を設けた上金型と、該上金型と一対で配置した下金型との間に弾性フィルムを介して
前記基板またはリードフレームを挟み込んで固定し、
　前記空気流量検出部を除く前記半導体素子の一部領域に樹脂層を形成し、前記基板また
はリードフレームに開口部を形成し、該開口部の投影面内に前記ダイヤフラムを含むよう
に前記半導体素子を前記基板上またはリードフレーム上に配置し、前記開口部に対応した
位置であって、少なくとも前記上金型に金型内をスライド可能な可動入れ駒を設置した部
品の製造方法であって、
　前記可動入れ駒が前記半導体素子と接する面と反対側の面に弾性体を配置し、該弾性体
の反発力を用いて前記可動入れ駒と前記半導体素子とが接触するようにしたことを特徴と
する部品の製造方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の部品の製造方法であって、
　前記基板またはリードフレーム上に更に前記半導体素子を制御するための電気制御回路
部を搭載し、前記半導体素子の裏面と前記基板またはリードフレームとの間であって、前
記ダイヤフラムを挟んで前記電気制御回路部と反対側に位置する領域にスペーサを配置し
たことを特徴とする部品の製造方法。
【請求項６】
　空気流量検出部とダイヤフラムとを形成した半導体素子と、該半導体素子を制御するた
めの電気制御回路部と、前記半導体素子と前記電気制御回路部とを離間させて配置するた
めのリードフレームとを備え、
　前記電気制御回路部側であって、前記空気流量検出部が設けられた前記半導体素子の裏
面の一部が接着剤を介して前記リードフレーム上に接続され、前記ダイヤフラムを挟んで
前記電気制御回路部の反対側に位置する前記半導体素子の裏面と前記リードフレームとの
間にスペーサを設置し、
　前記電気制御回路部を含み、前記空気流量検出部を除く前記半導体素子の一部領域が樹
脂で覆われている流量センサであって、
　前記スペーサがプリモールド部品であり、該プリモールド部品の裏面が接着剤を介して
前記リードフレーム上に接続され、前記半導体素子の裏面のうち、前記電気制御回路部側
の一部裏面が接着剤を介して前記プリモールド部品の表面に接続され、前記ダイヤフラム
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を挟んで前記電気制御回路部の反対側に位置する前記半導体素子の裏面が、前記プリモー
ルド部品上に設けられた凸部と接触していることを特徴とする流量センサ。
【請求項７】
　空気流量検出部とダイヤフラムとを形成した半導体素子と、該半導体素子を制御するた
めの電気制御回路部と、前記半導体素子と前記電気制御回路部とを離間させて配置するた
めのリードフレームとを備え、
　前記電気制御回路部側であって、前記空気流量検出部が設けられた前記半導体素子の裏
面の一部が接着剤を介して前記リードフレーム上に接続され、前記ダイヤフラムを挟んで
前記電気制御回路部の反対側に位置する前記半導体素子の裏面と前記リードフレームとの
間にスペーサを設置し、
　前記電気制御回路部を含み、前記空気流量検出部を除く前記半導体素子の一部領域が樹
脂で覆われている流量センサであって、
　前記リードフレームに開口部が形成され、該開口部の投影面内に前記ダイヤフラムが含
まれるように前記半導体素子が配置されていることを特徴とする流量センサ。
【請求項８】
　空気流量検出部とダイヤフラムとを形成した半導体素子を基板上またはリードフレーム
上に少なくとも搭載し、
　前記空気流量検出部と接触しないように該空気流量検出部の上面及び周辺部を保護する
空間を設けた上金型と、該上金型と一対で配置した下金型との間に弾性フィルムを介して
前記基板またはリードフレームを挟み込んで固定し、
　前記空気流量検出部を除く前記半導体素子の一部領域に樹脂層を形成し、
　少なくとも前記上金型に金型内をスライド可能な可動入れ駒を設置したことを特徴とす
る部品の製造方法。
【請求項９】
　空気流量検出部とダイヤフラムとを形成した半導体素子を基板上またはリードフレーム
上に少なくとも搭載し、
　前記空気流量検出部と接触しないように該空気流量検出部の上面及び周辺部を保護する
空間を設けた上金型と、該上金型と一対で配置した下金型との間に弾性フィルムを介して
前記基板またはリードフレームを挟み込んで固定し、
　前記空気流量検出部を除く前記半導体素子の一部領域に樹脂層を形成し、
　少なくとも前記上金型に弾性体からなる可動入れ駒を設置したことを特徴とする部品の
製造方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の製造方法であって、
　前記基板またはリードフレームに開口部を形成し、該開口部の投影面内に前記ダイヤフ
ラムを含むように前記半導体素子を前記基板上またはリードフレーム上に配置し、前記開
口部に対応した位置であって、少なくとも前記上金型に弾性体からなる可動入れ駒を設置
したことを特徴とする部品の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気などの流体の流量検出部とダイヤフラムとを形成した半導体素子と、前
記半導体素子を制御するための電気制御回路部を配置した基板またはリードフレームとを
備え、半導体素子の空気流量検出部を露出させた状態で、半導体素子の一部表面を含み、
電気制御回路部の表面が樹脂で覆われていることを特徴とする流量センサとその製造方法
、及び流量センサモジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現状の空気流量検出部を有する半導体素子と電気制御回路、基板からなる流量センサに
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おいて、半導体素子と基板を電気的に接続する金線はポッティング樹脂を用いて保護、固
定されている。ポッティング樹脂による固定は、通常、半導体素子を金型などで拘束しな
い状態で行なわれるので、ポッティング樹脂の収縮により、半導体素子が移動する場合が
ある。従って、ポッティング樹脂による固定は、寸法精度が悪くなる問題がある。更に、
ポッティング樹脂を硬化させる時間が長いので、コストが高くなる問題もある。
【０００３】
　これらの問題を解決するためには、従来のポッティングではなく、空気流量検出部を有
する半導体素子と基板またはリードフレームを、前記空気流量検出部を露出させた状態で
、モールドすることにより固定する構造が考えられる。
　このとき、半導体素子を金型でクランプした状態でのモールドにより、モールド後の半
導体素子と基板の位置決め精度を向上し、金型からの樹脂への伝熱により、樹脂の硬化時
間を短くすることができる。
【０００４】
　また、空気流量検出部を有する半導体素子とリードフレームのモールド一体構造として
は、例えば、特許文献１、特許文献２が知られている。
【０００５】
　特許文献１、２は共に、側温抵抗体や空洞部を含まない半導体センサ素子の片方の端部
が、リードフレームとモールド一体成形されている構造である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特願平９－１５８７３９号（特開平１１－００６７５２号公報）
【特許文献２】特願２００６－２９３０３０号（特開２００８－１１１６６８号公報）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１、２の構造では、半導体素子の空気流量検出部以外の面の周囲は樹脂または
リードフレームで囲まれておらず、流路の狭いダイヤフラム内に空気が流れ込むことによ
り、空気流量検出側の流量を正確に検出できない構造上の問題もある。
【０００８】
　また、特許文献１、２の構造を製造する場合、半導体素子とリードフレームを金型内に
設置して、モールド樹脂で一体成形を行なうプロセスにおいて、樹脂バリ防止と、半導体
素子の位置決めをするため、金型で半導体素子とリードフレームをクランプして固定する
必要がある。
【０００９】
　この製造プロセスにおける特許文献１、２の構造上の問題点は金型による半導体素子の
クランプ時に、半導体素子または半導体素子とリードフレームの接続用接着剤の寸法バラ
ツキにより、金型のクランプで半導体素子上の空気流量検出部へのバリ発生や半導体素子
破断が生じることである。
【００１０】
　本発明は上記の問題を解決するため、樹脂モールド、または基板、または予めモールド
したプリモールド部品などで構成される面が、半導体素子の空気流量検出部分の設置面と
直交する３面と連続して接触しない状態で、半導体素子を囲んだ流量センサの構造を提供
することを目的とする。
【００１１】
　また、半導体素子をクランプする金型の入れ駒をバネで支持したり、金型表面に弾性体
のフィルムを設置することにより、バネの変形や弾性体フィルムの肉厚方向の変形により
半導体素子の寸法バラツキを吸収できる製造方法を提供する。即ち、半導体素子の寸法バ
ラツキが生じてもバリ発生や半導体素子破断を防止することを可能とする。
【００１２】
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　現状の流量センサにおいて、半導体素子と基板を電気的に接続する金線はポッティング
樹脂を用いて保護、固定されている。ポッティング樹脂による固定は、半導体素子を金型
などで拘束しない状態で行なわれるので、ポッティング樹脂の収縮により、半導体素子が
移動する場合がある。従って、ポッティング樹脂による固定は、寸法精度が悪くなること
に加えて、ポッティング樹脂を硬化させる時間が長いので、コストが高くなる問題がある
。
【００１３】
　これらの問題を解決するためには、従来のポッティングではなく、空気流量検出部を有
する半導体素子と基板またはリードフレームを、前記空気流量検出部を露出させた状態で
、モールドすることにより固着する構造が考えられる。
【００１４】
　このモールドにより固着する構造の課題は、流路の狭いダイヤフラム部への空気の流れ
込みの防止である。本発明では、樹脂モールド、または基板、または予めモールドしたプ
リモールド部品などで構成される面が、半導体素子の空気流量検出部分の設置面と直交す
る３面と連続して接触しない状態で、半導体素子を囲んだ流量センサの構造を提供する。
【００１５】
　また、製造上の課題は、金型でのクランプによる半導体素子のバリ発生や破断を防止す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前記課題を解決するため、本発明では空気流量検出部とダイヤフラムとを形成した半導
体素子と、前記半導体素子を制御するための電気制御回路部を配置した基板またはリード
フレームを備え、前記空気流量検出部を露出させた状態で、前記半導体素子の一部表面を
含み、前記電気制御回路部の表面が樹脂で覆われている空気流量センサの構造を用いる。
【００１７】
　このとき、半導体素子と、半導体素子の電気信号を伝える金線と、基板またはリードフ
レームを一体で樹脂モールドする部分を除いて、半導体素子と樹脂モールドは接触しない
構造とする。
【００１８】
　即ち、樹脂モールド、または基板、または予めモールドしたプリモールド部品などで構
成される面が、半導体素子の空気流量検出部分の設置面と直交する３面と連続して接触し
ない状態で、半導体素子を囲んだ流量センサの構造を提供する。
【００１９】
　なお、半導体素子の空気流量検出部の設置面と直交し、並行する２面が樹脂モールドと
接する場合には、半導体素子と樹脂モールド部との線膨張係数の差で半導体素子に搭載し
た空気流量検出部に応力が発生し、空気流量を正確に測定できない問題が生じる。
【００２０】
　また、半導体素子をクランプする金型の可動入れ駒をバネで支持したり、金型表面に弾
性体のフィルムを設置することにより、バネの変形や弾性体フィルムの肉厚方向の変形に
より半導体素子の寸法バラツキを吸収できる製造方法を提供する。即ち、半導体素子の寸
法バラツキが生じてもバリ発生や半導体素子破断を防止することができる。
【００２１】
　なお、半導体素子に形成した空気流量検出部に樹脂バリが生じると、空気流量を正確に
検出できない問題が生じる。
【００２２】
　なお、以上では流量センサの構造と製造方法について示したが、本発明の製造方法はこ
れだけに限定されるものではなく、湿度センサなどの半導体素子の一部を露出させた状態
で樹脂封止する部品の製造方法にも用いることができる。
【発明の効果】
【００２３】
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　本発明によれば、空気流量検出部を形成した半導体素子と基板またはリードフレームを
電気的に接続する金線を、金型に部品をクランプした状態での樹脂モールドで覆うことに
より、半導体素子の位置決め精度を向上できる。また、金型から樹脂への伝熱により、樹
脂の硬化時間を短くし、成形タクトの短縮も可能になる。
【００２４】
　また、この樹脂モールドプロセスにおいて、半導体素子を上下方向からクランプする金
型をバネで支持したり、金型表面に弾性体のフィルムを設置することにより、バネの変形
や弾性体フィルムの肉厚方向の変形により半導体素子の寸法バラツキを吸収できる。即ち
、半導体素子の寸法バラツキが生じてもバリ発生や半導体素子破断を防止することができ
るので、製造歩留まりを向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、基板を用いた流量センサのモールド前の構造である。
【図２】図２は、図１の基板に設置した半導体素子と制御基板を含む構造体をモールドに
より樹脂封止するための製造方法である。
【図３】図３は、半導体素子を上下でクランプする金型の少なくとも一方が金型内をスラ
イドできる入れ駒で構成され、金型内をスライドできる入れ駒の半導体素子と接する反対
側をバネなどの弾性体で支持している構造の金型を用いた製造方法である。
【図４】図４は、半導体素子を上下でクランプする金型の少なくとも一方にテフロン（登
録商標）などの弾性体の入れ駒を設置した構造の金型を用いた製造方法である。
【図５】図５は、基板の開口部から金型の入れ駒により半導体素子を支持し、金型の樹脂
材料と接する上金型側に弾性体のフィルムを設置し、弾性体のフィルムを介して半導体素
子を上下でクランプする金型を用いた製造方法である。
【図６】図６は、入れ駒で半導体素子のダイヤフラム部を支持しない金型を用いた製造方
法である。
【図７】図７は、図１で示すモールド前の半導体素子と制御基板を含む構造体を図３の金
型でモールドした構造の構造である。
【図８】図８は、リードフレームを用いた流量センサのモールド前の構造である。
【図９】図９は、図８のモールド前の構造体を金型内に設置し、モールドした製造方法で
ある。
【図１０】図１０は、半導体素子を上下でクランプする金型の少なくとも一方が金型内を
スライドできる入れ駒で構成され、金型内をスライドできる入れ駒の半導体素子と接する
反対側をバネなどの弾性体で支持している構造の金型を用いた製造方法である。
【図１１】図１１は、半導体素子を上下でクランプする金型の少なくとも一方にテフロン
などの弾性体の入れ駒を設置した構造の金型を用いた製造方法である。
【図１２】図１２は、基板の開口部から金型の入れ駒により半導体素子を支持し、金型の
樹脂材料と接する上金型側に弾性体のフィルムを設置し、弾性体のフィルムを介して半導
体素子を上下でクランプする金型を用いた製造方法である。
【図１３】図１３は、入れ駒で半導体素子のダイヤフラム部を支持しない金型構造を用い
た製造方法である。
【図１４】図１４は、図８で示すモールド前の半導体素子と制御基板を含む構造体を図１
０の金型でモールドした構造である。
【図１５】図１５は、図１４のモールドした構造の出力端子以外のリードフレームのダム
部を切断した構造である。
【図１６】図１６は、空気流量検出部とダイヤフラムとを形成した半導体素子が、基板の
端部から露出された状態で搭載されたモールド前の流量センサの構造である。
【図１７】図１７は、図１６に示すモールド前の構造体を金型内に設置し、モールドした
製造方法である。
【図１８】図１８は、図１６で示すモールド前の半導体素子と制御基板を含む構造体を図
１７の金型でモールドした構造の構造である。
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【図１９】図１９は、空気流量検出部とダイヤフラムとを形成した半導体素子が、リード
フレームの端部から露出された状態で搭載されたモールド前の流量センサの構造である。
【図２０】図２０は、図１９に示すモールド前の構造体を金型内に設置し、モールドした
場合の製造方法である。
【図２１】図２１は、図１９で示すモールド前の半導体素子と制御基板を含む構造体を図
２０の金型でモールドした構造の構造である。
【図２２】図２２は、樹脂封止した図７の流量センサを空気の通路を形成する構造体に設
置した場合の構造である。
【図２３】図２３は、空気流量検出部とダイヤフラムとを形成した半導体素子と、半導体
素子を制御するための電気制御回路３部を配置した基板とを備え、前記半導体素子が段差
部に搭載され半導体素子が設置される基板の段差部に肉厚差を設けたモールド前の流量セ
ンサの構造である。
【図２４】図２４は、図２３の（ｂ）に示すＡ－Ａ断面において、モールド前の構造体を
金型内に設置し、モールドした場合の製造方法である。
【図２５】図２５は、空気流量検出部とダイヤフラムとを形成した半導体素子と、半導体
素子を制御するための電気制御回路３部を配置したリードフレームとを備え、半導体素子
の一部とリードフレームがスペーサで支持されて接する構造となっているモールド前の流
量センサの構造である。
【図２６】図２６は、図２５の基板に設置した半導体素子と制御基板を含む構造体をモー
ルドにより樹脂封止するための製造方法である。
【図２７】図２７は、プリモールド部品に搭載した空気流量検出部とダイヤフラムとを形
成した半導体素子、半導体素子を制御するための電気制御回路３部を配置したリードフレ
ームとを備えたモールド前の流量センサの構造である。
【図２８】図２８は、プリモールド部品の構造である。
【図２９】図２９は、図２７の（ｂ）に示すＡ－Ａ断面において、モールド前の構造体を
金型内に設置し、モールドした場合の製造方法である。
【図３０】図３０は、図２７で示すモールド前の半導体素子と制御基板を含む構造体を図
２８の金型でモールドした構造である。
【図３１】図３１は、プリモールド部品に設置したスナップフィット構造を用いて、プリ
モールド部品と半導体素子、またはプリモールド部品とリードフレームを接合する場合の
モールド前の構造である。
【図３２】図３２は、図３１で用いたプリモールド部品の構造である。
【図３３】図３３は、プリモールド部品と半導体素子、またはプリモールド部品とリード
フレームを圧入で接合する場合のモールド前の構造である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明に係る実施の形態について説明する。図１の
（ａ）は、流量センサのモールド前の平面図を示す。図１－ｂは図１の（ａ）の裏面にお
ける平面図を示し、図１の（ｃ）は図１の（ａ）のＡ－Ａ断面を示している。
【００２７】
　図１の（ａ）、１の（ｂ）、１の（ｃ）で示すように、モールド前の流量センサは、空
気流量検出部１とダイヤフラム８とを形成した半導体素子２と、一方に段差付き開口部７
を配置し、他方に前記半導体素子２を制御するための電気制御回路３部を配置した基板４
とを備え、前記半導体素子２が前記開口部７に設置した段差部に搭載され、金線５および
基板４に設置された配線６によって電気信号が伝えられる構造である。また、電気制御回
路３および半導体素子２は接着剤１０などで基板４に接合されている。
【００２８】
　ここで、半導体素子２は、空気流量検出部１として、少なくとも発熱抵抗体と測温抵抗
体を設置し、発熱抵抗体の温度が空気温度に対応する側温抵抗体よりも一定温度高くなる
ように、電気制御回路３で制御する。空気の流れで側温抵抗体の温度が変化する場合には
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、一定温度高くなるように発熱抵抗体に流す加熱電流値を流量として検出する。
【００２９】
　なお、空気流量検出部１は、少なくとも発熱抵抗体と測温抵抗体を設置していれば良い
ものとし、例えば、空気流量の上下流の測温抵抗体の温度差から流量を検出できるものと
する。
【００３０】
　発熱抵抗体および測温抵抗体は、白金などの金属膜、多結晶ケイ素などの半導体薄膜を
スパッタ、ＣＶＤなどの方法で形成後、イオンエッチングなどの方法で形成するものとす
る。
【００３１】
　空気流量検出部１を形成する半導体素子２には、熱絶縁のためにダイヤフラム８を形成
する空洞を異方性エッチングなどの方法で形成するものとする。
【００３２】
　なお、基板４の材質はガラスエポキシなどを用いて、モールド樹脂１１の材質は、エポ
キシまたはフェノールなどの熱硬化性樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレ
ートなどの熱硬化性樹脂を用いて、樹脂中にガラス、マイカなどの充填材を混入すること
もできる。
【００３３】
［製造方法］
　ここで、図１の基板４に設置した半導体素子２と制御基板４を含む構造体をモールドに
より樹脂封止するための製造方法を図２に示す。
【００３４】
　図２の（ａ）は、図１に示すＡ－Ａ断面において、図１のモールド前の構造体を金型内
に設置し、モールドした場合の断面図を示す。
　基板４に設置した開口部７に下金型１３を挿入し、半導体素子２を上下から上金型１２
と下金型１３により挟み込んで固定することにより、モールド時の半導体素子２の寸法精
度を向上できる。
【００３５】
　また、空気流量検出部１は上金型１２が接触しないように上金型１２に空間９を設けた
状態でゲート１４部から金型内に樹脂１１を充填し、電気制御回路３、金線５、半導体素
子２の一部を樹脂１１で封止することができる。
【００３６】
　図２の（ａ）のＢ－Ｂ断面は図２の（ｂ）、または図２の（ｃ）で構成される。ここで
、ダイヤフラム８に樹脂１１が流れ込まないように、Ｂ－Ｂ断面における半導体素子２と
基板４の隙間を塞いで、樹脂１１の流れを塞き止める必要がある。
【００３７】
　Ｂ－Ｂ断面における半導体素子２と基板４間の隙間は、図２の（ｂ）に示すテフロンブ
ロックなどの弾性体１５を設置したり、図２の（ｃ）に示す上金型１２に設置した入れ駒
１６で樹脂１１を塞き止める構造とする。
【００３８】
　ここで、半導体素子２は寸法ばらつきがあるので、図２の製造方法を用いると、半導体
素子２の寸法が金型クランプ寸法よりも小さい場合には、半導体素子２上に樹脂１１漏れ
が発生し、半導体素子２の寸法が金型クランプ寸法よりも大きい場合には、半導体素子２
の破断が生じることがある。
【００３９】
　図３、図４、図５は、図１に示すＡ－Ａ断面において、図１のモールド前の構造体を金
型内に設置し、モールドした場合の断面図を示す。
【００４０】
　ここで、図３に示すように、半導体素子２を上下でクランプする金型の少なくとも一方
が金型内をスライドできる可動入れ駒１７で構成され、金型内をスライドできる可動入れ
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駒１７の半導体素子２と接する反対側をバネ１８などの弾性体で支持している構造の金型
を用いることができる。また、バネ１８はバネ押さえ１９で金型内に固定されているもの
とする。
【００４１】
　また、図４に示すように、半導体素子２を上下でクランプする金型の少なくとも一方に
テフロンなどの弾性体入れ駒２０を設置した構造の金型を用いることができる。
【００４２】
　ここで、弾性体にはテフロン、フッ素樹脂などの高分子材料を用いることができる。
【００４３】
　また、図５に示すように、基板４の開口部７からの下金型１３挿入により半導体素子２
を支持し、金型の樹脂１１材料と接する上金型１２側に弾性体のフィルム２１を設置し、
弾性体のフィルム２１を介して半導体素子２を上下でクランプする金型を用いることがで
きる。
【００４４】
　なお、図５の（ａ）は、図１に示すＡ－Ａ断面において、図１のモールド前の構造体を
金型内に設置し、モールドした場合の断面図を示しており、図５の（ａ）のＢ－Ｂ断面は
図５の（ｂ）、または図５の（ｃ）で構成される。
【００４５】
　ここで、ダイヤフラム８部に樹脂１１が流れ込まないように、Ｂ－Ｂ断面における半導
体素子２と基板４の隙間を塞いで、樹脂１１の流れを塞き止める必要がある。
【００４６】
　Ｂ－Ｂ断面における半導体素子２と基板４間の隙間は、図５の（ｂ）に示すテフロンブ
ロックなどの弾性体１５を設置したり、図５の（ｃ）に示す上金型１２に設置した入れ駒
１６で樹脂１１を塞き止める構造とする。
【００４７】
　ここで、弾性体のフィルム２１にはテフロン、フッ素樹脂などの高分子材料を用いるこ
とができ、弾性体フィルム２１の肉厚方向の寸法が変化することにより、半導体素子２の
寸法がばらついた場合にも樹脂１１漏れ、破断が無く、モールドすることができる。
【００４８】
　以上のように、図３、または図４、または図５に示す構造の金型を用いて、半導体素子
２の寸法がばらついた場合にも樹脂１１漏れ、半導体素子２の破断が無く、モールドする
ことができる。
【００４９】
　また、図５に示す半導体素子２をクランプする部分に図３に示す弾性体で支持された可
動入れ駒１７を用いる構造、または図４に示す弾性体の入れ駒２０を用いる構造とするこ
ともできる。
【００５０】
　また、図３、４、５では基板４の開口部７からダイヤフラム８部も入れ駒で支持する構
造としたが、図６のように、入れ駒で半導体素子２のダイヤフラム８部を支持しない構造
とすることもできる。
【００５１】
　また、図３の金型は、上金型１２または下金型１３のどちらか一方にテフロンなどの弾
性体入れ駒２０の入れ駒を設置することもできる。
【００５２】
　図４の金型は、上金型１２または下金型１３のどちらか一方にバネ１８などの弾性体に
支持された入れ駒１６を設置することもできる。
【００５３】
［モールド後の構造］
　図７の（ａ）は、図１で示すモールド前の半導体素子２と制御基板４を含む構造体を図
３の金型でモールドして製造した流量センサの平面図である。
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【００５４】
　図７の（ｂ）は、図７の（ａ）のＡ－Ａ断面図を示しており、半導体素子２と基板４、
電気制御回路３と基板４を電気的に接続する金線５はモールド樹脂１１で絶縁され、検出
した流量を電気信号の出力部３８より出力するものとする。
【００５５】
　また、本流量センサは、半導体素子２と、半導体素子２の電気信号を伝える金線５と、
基板４を一体で樹脂モールドする部分を除いて、半導体素子２と樹脂１１モールド、また
は基板４は接触しない構造にできる。
【００５６】
　即ち、基板４の壁２３が、半導体素子２の空気流量検出部分の設置面と直交する３面２
２と連続した空間を有する状態で、半導体素子２を囲んだ流量センサの構造を提供できる
。
【００５７】
［リードフレーム２４構造］
　図８の（ａ）は、本発明による流量センサのモールド前の平面図を示す。図８の（ｂ）
は図８の（ａ）の裏面における平面図を示し、図８の（ｃ）は図８の（ａ）のＡ－Ａ断面
を示している。
【００５８】
　図８の（ａ）、図８の（ｂ）、図８の（ｃ）で示すように、モールド前の流量センサは
、空気流量検出部１とダイヤフラム８とを形成した半導体素子２と、一方に開口部２５を
配置し、他方に前記半導体素子２を制御するための電気制御回路３部を配置したリードフ
レーム２４とを備え、前記半導体素子２が前記開口部２５の投影面上に搭載される構造で
ある。また、電気制御回路３および半導体素子２は接着剤１０などでリードフレーム２４
に接合されている。また、リードフレーム部のダム２８は金型にクランプされて、樹脂の
金型内からの流出を防止しており、モールド後のダム２８を切断し、出力端子２７から電
気信号を出力するものとする。
【００５９】
［製造方法］
　ここで、図８のリードフレーム２４に設置した半導体素子２と電気制御基板４を含む構
造体をモールドにより樹脂封止するための製造方法を図９に示す。
【００６０】
　図９の（ａ）は、図８に示すＡ－Ａ断面において、図８のモールド前の構造体を金型内
に設置し、モールドした場合の断面図を示す。
【００６１】
　リードフレーム２４に設置した開口部２５に下金型１３を挿入し、半導体素子２を上下
から金型により挟み込んで固定し、前記半導体素子２の一部を露出させた状態で、前記半
導体素子２の一部を含む表面に樹脂１１層を形成している。
【００６２】
　このように半導体素子２を上下から金型で挟み込むことにより、モールド時の半導体素
子２の寸法精度を向上できる。ここで、リードフレーム部のダム２８は金型でクランプさ
れ、樹脂１１の金型内からの流出を防止している。
【００６３】
　また、流量検出部１は金型が接触しないように金型に空間９を設けた状態でゲート１４
部から金型内に樹脂１１を充填し、電気制御回路３、金線５、半導体素子２の一部を樹脂
１１で封止することができる。
【００６４】
　図９の（ａ）のＢ－Ｂ断面は図９の（ｂ）、または図９の（ｃ）で構成される。ここで
、ダイヤフラム８部に樹脂１１が流れ込まないように、Ｂ－Ｂ断面における半導体素子２
と基板４の隙間を塞いで、樹脂１１の流れを塞き止める必要がある。
【００６５】
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　Ｂ－Ｂ断面における半導体素子２と基板４間の隙間は、図９の（ｂ）に示すテフロンブ
ロックなどの弾性体１５を設置したり、図９の（ｃ）に示す下金型１３に設置した入れ駒
１６で樹脂１１を塞き止める構造とする。
【００６６】
　ここで、半導体素子２は寸法ばらつきがあるので、図９の製造方法を用いると、半導体
素子２の寸法が金型クランプ寸法よりも小さい場合には、半導体素子２上に樹脂１１漏れ
が発生し、半導体素子２の寸法が金型クランプ寸法よりも大きい場合には、半導体素子２
の破断が生じることがある。
【００６７】
　図１０、図１１、図１２は、図８に示すＡ－Ａ断面において、図８のモールド前の構造
体を金型内に設置し、モールドした場合の断面図を示す。
【００６８】
　図１０に示すように、半導体素子２を上下でクランプする金型の少なくとも一方が金型
内をスライドできる可動入れ駒１７で構成され、金型内をスライドできる可動入れ駒１７
の半導体素子２と接する反対側をバネ１８などの弾性体で支持している構造の金型を用い
ることができる。なお、バネ１８はバネ押さえ１９で金型内に固定されているものとする
。
【００６９】
　また、図１１に示すように、半導体素子２を上下でクランプする金型の少なくとも一方
にテフロンなどの弾性体入れ駒２０を設置した構造の金型を用いることができる。
【００７０】
　ここで、弾性体入れ駒２０にはテフロン、フッ素樹脂などの高分子材料を用いることが
できる。
【００７１】
　また、図１２に示すように、リードフレーム２４の開口部から下金型１３の挿入により
、半導体素子２を支持し、上金型１２の表面に弾性体のフィルム２１を設置し、弾性体の
フィルム２１を介して半導体素子２を上下でクランプする金型を用いることができる。
【００７２】
　ここで、弾性体のフィルム２１にはテフロン、フッ素樹脂などの高分子材料を用いるこ
とができ、弾性体フィルム２１の肉厚方向の寸法が変化することにより、半導体素子２の
寸法がばらついた場合にも樹脂１１漏れ、破断が無く、モールドすることができ、弾性体
フィルム２１の肉厚方向の寸法が変化することにより、半導体素子２の寸法がばらついた
場合にも樹脂１１漏れ、半導体素子２の破断が無く、モールドすることができる。
【００７３】
　以上のように、図１０、または図１１、または図１２に示す構造の金型を用いて、半導
体素子２の寸法がばらついた場合にも樹脂１１漏れ、半導体素子２の破断が無く、モール
ドすることができる。
【００７４】
　また、図１２に示す半導体素子２をクランプする部分に図１０に示す弾性体で支持され
た可動入れ駒１７、または図１１に示す弾性体の入れ駒２０を用いる構造とすることもで
きる。
【００７５】
　また、図１０、１１、１２では基板４の開口部からダイヤフラム８部も入れ駒で支持す
る構造としたが、図１３のように、可動入れ駒１７で半導体素子２のダイヤフラム８部を
支持しない構造とすることができる。
【００７６】
　また、図１０の金型は、上金型１２または下金型１３のどちらか一方にテフロンなどの
弾性体入れ駒２０の入れ駒を設置することもできる。
【００７７】
　図１１の金型は、上金型１２または下金型１３のどちらか一方にバネ１８などの弾性体
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で支持された可動入れ駒１７を設置することもできる。
【００７８】
［モールド後の構造］
　図１４の（ａ）は、図８で示すモールド前の半導体素子２と制御基板４を含む構造体を
図１０の金型でモールドした構造の平面図である。
【００７９】
　図１４の（ｂ）は、図１４の（ａ）のＡ－Ａ断面図を示している。このように、半導体
素子２とリードフレーム２４、電気制御回路３とリードフレーム２４を電気的に接続する
金線５はモールド樹脂１１で絶縁される。
【００８０】
　また、図１５は、出力端子２７以外のリードフレーム２４のダム２８部を切断した構造
を示し、検出した流量を電気信号として出力端子２７より出力するものとする。
【００８１】
　また、半導体素子２と、半導体素子２の電気信号を伝える金線５と、リードフレーム２
４を一体で樹脂１１モールドする部分を除いて、半導体素子２と樹脂１１モールドは接触
しない構造にできる。
【００８２】
　即ち、樹脂１１モールド部分で形成される樹脂壁２６が、半導体素子２の空気流量検出
部分の設置面と直交する３面２２と連続した空間を有する状態で、半導体素子２を囲んだ
流量センサの構造を提供できる。
【００８３】
［基板４端部からの半導体素子の露出構造］
　図１６の（ａ）は、本発明による流量センサのモールド前の表面における平面図を示す
。図１６の（ｂ）は図１６の（ａ）のＡ－Ａ断面を示している。
【００８４】
　図１６の（ａ）、１６の（ｂ）で示すように、モールド前の流量センサは、空気流量検
出部１とダイヤフラム８とを形成した半導体素子２が、基板４の端部から露出された状態
で搭載され、他方に前記半導体素子２を制御するための電気制御回路３部を配置した基板
４とを備えた構造である。
【００８５】
［製造方法］
　ここで、図１６の基板４に設置した半導体素子２と制御基板４を含む構造体をモールド
により樹脂１１封止するための製造方法を図１７に示す。
【００８６】
　図１７は、図１６に示すＡ－Ａ断面において、図１６のモールド前の構造体を金型内に
設置し、モールドした場合の断面図を示す。
【００８７】
　半導体素子２を上下から金型により挟み込んで固定し、前記半導体素子２の一部を露出
させた状態で、前記半導体素子２の一部を含む表面に樹脂１１層を形成している。このよ
うに、半導体素子２を上下でクランプする金型の少なくとも一方が金型内をスライドでき
る可動入れ駒１７で構成され、金型内をスライドできる可動入れ駒１７の半導体素子２と
接する反対側をバネ１８などの弾性体で支持している構造の金型を用いることができる。
【００８８】
　また、図１７で示した金型は、図４に示すように、半導体素子２を上下でクランプする
金型の少なくとも一方にテフロンなどの弾性体入れ駒２０を設置した構造の金型を用いる
ことができる。
【００８９】
　また、図１７で示した金型は、図５に示すように、金型の樹脂１１材料と接する上金型
１２側に弾性体のフィルム２１を設置し、弾性体のフィルム２１を介して半導体素子２を
上下でクランプする金型を用いることができる。
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【００９０】
　図１７に示す弾性体で支持された可動入れ駒１７を用いることにより、半導体素子２の
寸法がばらついた場合にも樹脂１１漏れ、破断が無く、モールドすることができる。
【００９１】
［モールド後の構造］
　図１８の（ａ）は、図１６で示すモールド前の半導体素子２と制御基板４を含む構造体
を図１７の金型でモールドした構造の平面図である。
【００９２】
　図１８の（ｂ）は、図１８の（ａ）のＡ－Ａ断面図を示している。このように、半導体
素子２と基板４、電気制御回路３と基板４を電気的に接続する金線５はモールド樹脂１１
で絶縁され、検出した流量を電気信号の出力部３８より出力するものとする。
【００９３】
　また、図１８で示す流量センサを用いる場合には、別途半導体素子２と連続した空間を
有する構造体で、半導体素子２の周囲を囲った状態にすることにより、ダイヤフラム８部
への空気流入を防止することができる。
【００９４】
　図１９の（ａ）は、本発明による流量センサのモールド前の表面における平面図を示す
。図１９の（ｂ）は図１９の（ａ）のＡ－Ａ断面を示している。
【００９５】
　図１９の（ａ）、１９の（ｂ）で示すように、モールド前の流量センサは、空気流量検
出部１とダイヤフラム８とを形成した半導体素子２が、リードフレーム２４の端部から露
出された状態で搭載され、他方に前記半導体素子２を制御するための電気制御回路３部を
配置したリードフレーム２４とを備えた構造である。
【００９６】
［製造方法］
　ここで、図１９のリードフレーム２４に設置した空気流量検出部１と制御基板４を含む
構造体をモールドにより樹脂封止するための製造方法を図２０に示す。
【００９７】
　図２０は、図１９に示すＡ－Ａ断面において、図１９のモールド前の構造体を金型内に
設置し、モールドした場合の断面図を示す。
【００９８】
　半導体素子２を上下から金型により挟み込んで固定し、前記半導体素子２の一部を露出
させた状態で、前記半導体素子２の一部を含む表面に樹脂１１層を形成している。このよ
うに、半導体素子２を上下でクランプする金型の少なくとも一方が金型内をスライドでき
る可動入れ駒１７で構成され、金型内をスライドできる可動入れ駒１７の半導体素子２と
接する反対側をバネ１８などの弾性体で支持している構造の金型を用いることができる。
【００９９】
　なお、リードフレーム部のダム２８は金型でクランプされ、樹脂１１の金型内からの流
出を防止している。
【０１００】
　また、図２０で示した金型は、図４に示すように、半導体素子２を上下でクランプする
金型の少なくとも一方にテフロンなどの弾性体入れ駒２０を設置した構造の金型を用いる
ことができる。
【０１０１】
　また、図２０で示した金型は、図５に示すように、金型の樹脂１１材料と接する上金型
１２側に弾性体のフィルム２１を設置し、弾性体のフィルム２１を介して半導体素子２を
上下でクランプする金型を用いることができる。
【０１０２】
　図２０に示す弾性体で支持された入れ駒を用いることにより、半導体素子２の寸法がば
らついた場合にも樹脂１１漏れ、破断が無く、モールドすることができる。
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【０１０３】
［モールド後の構造］
　図２１の（ａ）は、図１９で示すモールド前の半導体素子２と制御基板４を含む構造体
を図２０の金型でモールドした構造の平面図である。
【０１０４】
　図２１の（ｂ）は、図２１の（ａ）のＡ－Ａ断面図を示している。このように、半導体
素子２とリードフレーム２４、電気制御回路３と基板４を電気的に接続する金線５はモー
ルド樹脂１１で絶縁され、リードレームのダム２８部分を切断した後、検出した流量を電
気信号の出力端子２７より出力するものとする。
【０１０５】
　また、図２０で示す流量センサを用いる場合には、別途半導体素子２と連続した空間を
有する構造体で、半導体素子２の周囲を囲った状態にすることにより、ダイヤフラム８部
への空気流入を防止することができる。
【０１０６】
［流量センサの空気通路部への設置］
　図２２の（ａ）は、樹脂封止した図７の流量センサを空気の通路を形成する構造体２９
に設置した場合の平面図であり、空気通路を形成する構造体２９には、空気の通路溝３０
を加工している。
【０１０７】
　図２２の（ｂ）は、図２２の（ａ）のＡ－Ａ断面を示す。このように、空気の通路を形
成する構造体２９の位置決め用凸部３３を、流量センサの開口部７に挿入して固定するこ
とにより、空気の通路を形成する構造体２９と流量センサの位置決め精度向上、組み付け
時間の短縮を図ることができる。
【０１０８】
　図２２の（ｃ）は、図２２の（ｂ）の断面で示す流量センサを搭載した空気の通路を形
成する構造体２９の上部にカバー３４を設置した場合の断面図である。
【０１０９】
　図２２の（ｃ）で示す空気の通路３０において、図２２の（ａ）で示す入り口３１から
流入した空気が空気の通路３０を流れ、流量検出センサの上部を通過して、図２２の（ａ
）で示す上方に設置した出口３２から排出される構造である。
【０１１０】
［基板４の段差部に肉厚差を設けた構造］
　図２３の（ａ）は、流量センサのモールド前の表面における平面図を示す。図２３の（
ｂ）は図２３の（ａ）のＡ－Ａ断面の第一の実施例を示している。
【０１１１】
　図２３の（ａ）、２３の（ｂ）で示すように、モールド前の流量センサは、空気流量検
出部１とダイヤフラム８とを形成した半導体素子２と、半導体素子２を制御するための電
気制御回路３部を配置した基板４とを備え、前記半導体素子２が段差部に搭載され、金線
５と基板４に設置された配線６によって電気信号が伝えられる構造である。また、電気制
御回路３は接着剤１０などで基板４に接合されている。
【０１１２】
　ここで、半導体素子２が設置される基板４の段差部には、肉厚差を設け、半導体素子２
の電気制御回路３側は、接着剤１０などで基板４に接合されており、半導体素子２の電気
制御回路３との反対側は段差部の肉厚が大きくなっている部分３５と接する構造となって
いる。
【０１１３】
　図２３の（ｃ）は図２３の（ａ）のＡ－Ａ断面の第二の実施例を示している。このよう
に、半導体素子２の電気制御回路３側は、接着剤１０などで基板４に接合されており、半
導体素子２の電気制御回路３との反対側は基板４の段差部とスペーサ３６で支持されて接
する構造となっている。
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【０１１４】
　なお、スペーサ３６には、テフロン、フッ素樹脂、エポキシ樹脂、ポリカーボネート樹
脂などの有機材料を用いることができ、基板４と半導体素子２を接着する構造または接着
しない構造とすることができる。
【０１１５】
［製造方法］
　ここで、図２３の基板４に設置した半導体素子２と制御基板４を含む構造体をモールド
により樹脂封止するための製造方法を図２４に示す。
【０１１６】
　図２４の（ａ）は、図２３の（ｂ）に示すＡ－Ａ断面において、モールド前の構造体を
金型内に設置し、モールドした場合を示す。
【０１１７】
　上金型１２の表面に弾性体のフィルム２１を設置し、弾性体のフィルム２１を介して半
導体素子２を上下でクランプする金型を用いることができる。
【０１１８】
　ここで、図２３の（ｂ）で示すように、半導体素子２におけるダイヤフラム８と相対す
る電気制御回路３との反対側は段差部の肉厚が大きくなっている部分と接する構造となっ
ているので、上金型１２からの弾性体のフィルム２１を介してクランプをしても、金型ク
ランプ方向において正確な位置決めができる。
【０１１９】
　図２４の（ａ）のＢ－Ｂ断面は図２４の（ｂ）、または図２４の（ｃ）で構成される。
【０１２０】
　ダイヤフラム８部に樹脂１１が流れ込まないように、Ｂ－Ｂ断面における半導体素子２
と基板４の隙間を塞いで、樹脂１１の流れを塞き止める必要がある。
【０１２１】
　Ｂ－Ｂ断面における半導体素子２と基板４間の隙間は、図２４の（ｂ）に示すテフロン
ブロックなどの弾性体１５を設置したり、図２４の（ｃ）に示す上金型１２に設置した入
れ駒１６で樹脂１１を塞き止める構造とする。
【０１２２】
　なお、弾性体のフィルム２１にはテフロン、フッ素樹脂などの高分子材料を用いること
ができ、弾性体フィルム２１の肉厚方向の寸法が変化することにより、半導体素子２の寸
法がばらついた場合にも樹脂１１漏れ、破断が無く、モールドすることができる。
【０１２３】
　また、モールド後に形成される本流量センサは、半導体素子２と、半導体素子２の電気
信号を伝える金線５と、基板４を一体で樹脂１１モールドする部分を除いて、半導体素子
２と樹脂１１モールドは接触しない構造にできる。
【０１２４】
　即ち、基板４の壁２３が、半導体素子２の空気流量検出部分の設置面と直交する３面２
２と連続した空間を有する状態で、半導体素子２を囲んだ流量センサの構造を提供できる
。
【０１２５】
［リードフレーム構造にスペーサを設けた構造］
　図２５の（ａ）は、流量センサのモールド前の表面における平面図を示す。図２５の（
ｂ）は図２５の（ａ）のＡ－Ａ断面を示している。
【０１２６】
　図２５の（ａ）、２５の（ｂ）で示すように、モールド前の流量センサは、空気流量検
出部１とダイヤフラム８とを形成した半導体素子２と、半導体素子２を制御するための電
気制御回路３を配置したリードフレーム２４とを備え、前記半導体素子２が導電性を有す
るリードフレーム２４によって電気信号が伝えられる構造である。また、電気制御回路３
は接着剤１０などでリードフレーム２４（図１～図２４の実施例の基板４に相当）に接合
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されている。
 
【０１２７】
　図２５の（ｂ）で示すように、半導体素子２の電気制御回路３側は、接着剤１０などで
リードフレーム２４に接合されており、半導体素子２の電気制御回路３との反対側はリー
ドフレーム２４とスペーサ３６で支持されて接する構造となっている。
【０１２８】
　なお、スペーサ３６には、テフロン、フッ素樹脂、エポキシ樹脂、ポリカーボネート樹
脂などの有機材料を用いることができ、リードフレーム２４と半導体素子２を接着する構
造または接着しない構造とすることができる。
【０１２９】
［製造方法］
　図２５のリードフレーム２４に設置した半導体素子２と電気制御回路３を含む構造体を
モールドにより樹脂封止するための製造方法を図２６に示す。
 
【０１３０】
　図２６は、図２５の（ｂ）に示すＡ－Ａ断面において、モールド前の構造体を金型内に
設置し、モールドした場合の断面図を示す。
【０１３１】
　ここで、上金型１２の表面に弾性体のフィルム２１を設置し、弾性体のフィルム２１を
介して半導体素子２を上下でクランプする金型を用いることができる。
【０１３２】
　また、図２５の（ｂ）で示すように、半導体素子２の電気制御回路３との反対側はスペ
ーサ３６によってリードフレーム２４と接する構造となっているので、上金型１２からの
弾性体のフィルム２１を介してクランプをしても、金型クランプ方向において正確な位置
決めができる。
【０１３３】
　なお、リードフレーム部のダム２８は金型でクランプされ、樹脂１１の金型内からの流
出を防止している。
【０１３４】
　また、弾性体のフィルム２１にはテフロン、フッ素樹脂１１などの高分子材料を用いる
ことができ、弾性体フィルム２１の肉厚方向の寸法が変化することにより、半導体素子２
の寸法がばらついた場合にも樹脂１１漏れ、半導体素子２の破断が無く、モールドするこ
とができる。
【０１３５】
　また、モールド後に、図１４、１５で示すように、出力端子２７以外のリードフレーム
２４のダム２８部を切断して流量センサとして用いるものとし、検出した流量を電気信号
として出力端子２７より出力するものとする。
【０１３６】
　また、本流量センサは半導体素子２と、半導体素子２の電気信号を伝える金線５と、基
板４を一体で樹脂１１モールドする部分を除いて、半導体素子２とモールド樹脂１１は接
触しない構造にできる。
【０１３７】
　即ち、樹脂１１モールド部分で形成される樹脂壁２６が、半導体素子２の空気流量検出
部分の設置面と直交する３面２２と連続した空間を有する状態で、半導体素子２を囲んだ
流量センサの構造を提供できる。
【０１３８】
［プリモールドとリードフレーム構造］
　図２７の（ａ）は、流量センサのモールド前の表面における平面図を示す。図２７の（
ｂ）は図２７の（ａ）のＡ－Ａ断面を示している。
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【０１３９】
　図２７の（ａ）、２７の（ｂ）で示すように、モールド前の流量センサは、プリモール
ド部品３７に搭載した空気流量検出部１とダイヤフラム８とを形成した半導体素子２、半
導体素子２を制御するための電気制御回路３を配置したリードフレーム２４とを備え、前
記半導体素子２が導電性を有するリードフレーム２４によって電気信号が伝えられる構造
である。また、プリモールド部品３７と電気制御回路３は接着剤１０などでリードフレー
ム２４に接合されている。
 
【０１４０】
　ここで、図２８の（ａ）は樹脂で形成したプリモールド部品３７の平面図を示し、図２
８の（ｂ）は図２８の（ａ）のＡ－Ａ断面を示している。プリモールド部品３７は半導体
素子２の設置面４１と、半導体素子２設置面４１に直交する面４２を有する構造であり、
半導体素子２の設置面４１には、部分的に凸部３９を形成している。
【０１４１】
　図２７の（ｂ）で示すように、半導体素子２の電気制御回路３側は、接着剤１０などで
プリモールド部品３７に接合されており、半導体素子２の電気制御回路３との反対側は、
半導体素子２の一部と凸部３９が接触する構造となっている。
【０１４２】
　ここで、プリモールド部品３７の材質は、エポキシ樹脂、フェノール樹脂などの熱硬化
性樹脂、ポリカーボネイト樹脂、ＰＢＴ樹脂などの熱可塑性樹脂を用いることができる。
【０１４３】
　また、プリモールド部品３７の凸部３９の形状は図２８で半球形状を３個設置した例を
示したが、本発明はこれだけに限定されるものではなく、設置個数は任意であり、凸部の
断面は矩形、三角形などの任意の断面形状を用いることができる。
【０１４４】
［製造方法］
　ここで、図２７のプリモールド部品３７に設置した半導体素子２、リードフレーム２４
を含む構造体をモールドにより樹脂封止するための製造方法を図２９に示す。
 
【０１４５】
　図２９の（ａ）は、図２７の（ｂ）に示すＡ－Ａ断面において、モールド前の構造体を
金型内に設置し、モールドした場合の断面図を示す。
【０１４６】
　上金型１２の表面に弾性体のフィルム２１を設置し、弾性体のフィルム２１を介して半
導体素子２をクランプする金型を用いることができる。また、リードフレーム部のダム２
８は金型でクランプされ、樹脂１１の金型内からの流出を防止している。
【０１４７】
　ここで、図２７の（ｂ）、図２８で示すように、半導体素子２の電気制御回路３との反
対側はプリモールド部品３７の凸部３９と接する構造となっているので、上金型１２から
の弾性体のフィルム２１を介してクランプをしても、金型クランプ方向において正確な位
置決めができる。
【０１４８】
　図２９の（ａ）のＢ－Ｂ断面は図２９の（ｂ）、または図２９の（ｃ）で構成される。
【０１４９】
　ダイヤフラム８部に樹脂１１が流れ込まないように、Ｂ－Ｂ断面における半導体素子２
とリードフレーム２４の隙間を塞いで、樹脂１１の流れを塞き止める必要がある。
 
【０１５０】
　Ｂ－Ｂ断面における半導体素子２とリードフレーム２４間の隙間は、図２９の（ｂ）に
示すテフロンブロックなどの弾性体１５を設置したり、図２９の（ｃ）に示す上金型１２
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に設置した入れ駒１６で樹脂１１を塞き止める構造とする。
 
【０１５１】
　なお、弾性体のフィルム２１にはテフロン、フッ素樹脂などの高分子材料を用いること
ができ、弾性体フィルム２１の肉厚方向の寸法が変化することにより、半導体素子２の寸
法がばらついた場合にも樹脂１１漏れ、破断が無く、モールドすることができる。
【０１５２】
　［モールド後の構造］
　図３０の（ａ）は、図２７で示すモールド前の半導体素子２とリードフレーム２４を含
む構造体を図２８の金型でモールドした構造の平面図である。
 
【０１５３】
　図３０の（ｂ）は、図３０の（ａ）のＡ－Ａ断面図を示しており、半導体素子２とリー
ドフレーム２４、電気制御回路３とリードフレーム２４を電気的に接続する金線５はモー
ルド樹脂１１で絶縁され、検出した流量を電気信号の出力部より出力するものとする。
【０１５４】
　また、図３０で示すモールド後の構造を、図１４、１５で示すように、出力端子２７以
外のリードフレーム２４のダム２８部を切断して流量センサとして用いるものとし、検出
した流量を電気信号として出力端子２７より出力するものとする。
【０１５５】
　また、本流量センサは、半導体素子２と、半導体素子２の電気信号を伝える金線５と、
プリモールド部品３７と、リードフレーム２４を一体で樹脂１１モールドする部分を除い
て、半導体素子２と樹脂１１モールド、またはプリモールド部品３７は接触しない構造に
できる。
【０１５６】
　即ち、半導体素子２の空気流量検出部分の設置面と直交する３面２２とプリモールド部
分が、連続した空間を有する状態で、半導体素子２を囲んだ流量センサの構造を提供でき
る。
【０１５７】
［スナップフィット構造］
　図２７で示したプリモールド部品３７を用いた構造は、プリモールド部品３７と半導体
素子２、またはプリモールド部品３７とリードフレーム２４を接着剤１０で接合する構造
を示したが、本発明はこれだけに限定されるものではなく、図３１に示すように、プリモ
ールド部品３７に設置したスナップフィット４０を用いて、プリモールド部品３７と半導
体素子２、またはプリモールド部品３７とリードフレーム２４を接合する構造を用いるこ
ともできる。
【０１５８】
　なお、図３１の（ａ）は、流量センサのモールド前の表面における平面図を示し、図３
１の（ｂ）は、図３１の（ａ）のＡ－Ａ断面を示している。
【０１５９】
　ここで、図３２の（ａ）は樹脂で形成したプリモールド部品３７の平面図を示し、図３
２の（ｂ）は図３２の（ａ）のＡ－Ａ断面、図３２の（ｃ）は図３２の（ａ）のＢ－Ｂ断
面を示している。プリモールド部品３７は半導体素子２の設置面４１と、半導体素子２設
置面に直交する面４２を有する構造であり、半導体素子２の設置面４１には、部分的に凸
部３９を形成し、図３２の（ｂ）に示すリードフレーム２４とプリモールド部材３７の接
合用スナップフィット４０、図３２の（ｃ）に示す半導体素子２とプリモールド部材３７
接合用のスナップフィット構造４０を形成する構造である。
【０１６０】
　また、以上では、図２７で示したように、プリモールド部品３７と半導体素子２、また
はプリモールド部品３７とリードフレーム２４を接着剤１０で接合する構造、または、図
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３１で示したように、スナップフィット４０を用いて、プリモールド部品３７と半導体素
子２、またはプリモールド部品３７とリードフレーム２４を接合する構造を示したが、本
発明はこれだけに限定されるものではなく、図３３に示すように、プリモールド部品３７
と半導体素子２、またはプリモールド部品３７とリードフレーム２４が圧入４３により接
合される構造とすることもできる。
【０１６１】
　なお、図３３の（ａ）は、流量センサのモールド前の表面における平面図を示し、図３
３の（ｂ）は図３３の（ａ）のＡ－Ａ断面を示している。また、図３１、３３で示すモー
ルド前の構造をモールドした後に、図１４、１５で示すように、出力端子２７以外のリー
ドフレーム２４のダム２８部を切断して流量センサとして用いるものとし、検出した流量
を電気信号として出力端子２７より出力するものとする。
【０１６２】
　以上で示した製品構造と製造方法は、流量センサについて示したが、本発明はこれだけ
に限定されるものではなく、湿度センサなどの半導体素子２の一部を露出させた状態で樹
脂１１封止する部品の製造方法にも用いることができる。また、以上で示した製造方法の
金型にはモールド樹脂１１の抜き勾配が加工されており、製品構造のモールド樹脂１１部
には抜き勾配が付いているものとする。
【符号の説明】
【０１６３】
１　空気流量検出部
２　半導体素子
３　電気制御回路３
４　基板
５　金線
６　配線
７　段差付き開口部
８　ダイヤフラム
９　金型の空間
１０　接着剤
１１　モールド樹脂
１２　上金型
１３　下金型
１４　ゲート
１５　弾性体
１６　金型入れ駒
１７　可動入れ駒
１８　バネ
１９　バネ押さえ
２０　弾性体入れ駒
２１　弾性体フィルム
２２　半導体素子の空気流量検出部と直交する３面
２３　基板の壁
２４　リードフレーム
２５　リードフレームの開口部
２６　モールド樹脂で形成された樹脂壁
２７　出力端子
２８　ダム
２９　空気の通路を形成する構造体
３０　空気の通路溝
３１　空気の通路への入り口
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３２　空気の通路からの出口（上方）
３３　位置決め用凸部
３４　カバー
３５　基板段差部の厚肉部
３６　スペーサ
３７　プリモールド部品
３８　出力部
３９　プリモールド部品の凸部
４０　スナップフィット
４１　半導体素子の設置面
４２　半導体素子設置面に直交する面
４３　圧入部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】
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